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市・県民税の申告と

所得税の確定申告が始まります

市・県民税の申告 所得税の確定申告

申告のご相談

市・県民税の申告が必要な方

税務課（☎内線141・142・143） 中津川税務署（☎66-1202）

期間

会場

時間

時間

会場

（土日祝日を除く）
2月5日㈬ ～3月17日㈪ 期間

24時間
いつでもOK

２月17日㈪ ～３月17日㈪

９時～12時、13時～16時

下記の各地区会場

□本人の口座番号がわかるもの 　　　□その他申告に必要と思われる証明書、領収書など
※代理人による提出の場合、委任状など本人の代理人であることがわかる書類および代理人の身分証明書と申告者本
人の個人番号確認書類の写しが必要です。

※郵送による提出の場合、マイナンバーカード（両面）もしくは個人番号通知カードと身分証明書の写しを同封して
ください。

国税庁ホームページの「確定申告書等作成コー
ナー」では、所得税の申告書や青色申告決算書・
収支内訳書、消費税の申告書の作成・送信が可能
です。

確定申告期間中の土日祝日を除く
　９時～１7時（受付終了は16時）
※期間外の申告相談日は、中津川税務署へ
　お問い合わせください。

◆入場には入場整理券が必要です
会場での当日配布、または国税庁LINE
アプリで事前発行してください。
※整理券の配布状況によって、後日の来
場をお願いする場合があります。配布
状況は国税庁ホームページをご覧くだ
さい。

◆スマホをご持参ください
事前にマイナポータルアプリをインストールし、マ
イナンバーカードをご持参いただくとスムーズに申
告できます。
※マイナンバーカードの発行時に設定した下記のパ
スワードが必要です。

・利用者証明用電子証明書（数字４桁）
・署名用電子証明書（英数字６桁～16桁）

中津川税務署１階会議室
（中津川合同庁舎）

スマホとマイナンバーカード
を利用した「ご自宅からの
e-Tax申告」をぜひご利用く
ださい。

問 問

LINE
友だち追加

作成コーナー

各会場の初日や午前中は混雑が予想さ
れますので、できるだけ分散し、時間
に余裕を持ってお越しください。

市・県民税の申告　受付会場一覧

地区 会　 場
受付期間

（土日祝日を除く）

蛭川

阿木

落合

坂下

川上

山口

福岡

苗木

坂本

神坂

加子母

付知

２月５日㈬～７日㈮

２月10日㈪～12日㈬

２月13日㈭

２月14日㈮～19日㈬

２月17日㈪

２月20日㈭、21日㈮

２月25日㈫～28日㈮

３月３日㈪

３月４日㈫、５日㈬

３月６日㈭

３月７日㈮～11日㈫

３月12日㈬～17日㈪

３月12日㈬

３月13日㈭

３月14日㈮

３月17日㈪

蛭川総合事務所

阿木交流センター

落合公民館

坂下総合事務所

山口公民館

福岡保健センター

苗木交流センター

坂本事務所

神坂事務所

加子母総合事務所

付知公民館

西

東

南

中
　
津

市内
全地区

市役所
(４階大会議室)

　令和７年１月１日現在で、中津川市内に住所があり、所得税の確定申告が不要で、下記の要件のいずれか
に該当する方

医療費控除や各種保険料控除、扶養控除
などの各種控除を受けようとする方

公的年金などの収入額が400万円以下で、かつ、公的年金など以外の所得（給与所得や退職所得
など）が20万円以下の方　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　など

給与所得や公的年金などのほか、農業・
営業・不動産などの所得がある方

国民健康保険に加入している方や、児童
扶養手当や医療費助成、就学奨励費など、
各種手当・助成を受給中の方

毎年、所得証明書や非課税の証明書を取
得される方
　　　　　　　　　　　　　　　　印

「住宅借入金控除の申告」や「土地・建物・株式の譲渡所得の申告」など、市で受け付けでき

ない特殊な申告は税務署でお願いします。

市・県民税の申告　持ち物チェックシート

受付に必ず必要です。お出かけの前に□チェックしましょう！

□申告書　 □本人確認書類（次のいずれか）

または と

※配偶者控除や扶養控除などを適用する際には、配偶者や被扶養者の個人番号の記載も必要です。

個人番号通知カード
（個人番号記載の住民票も可）

運転免許証などの
身分証明書

マイナンバーカード
（個人番号カード）

（送付された方）

□各種証明書など
▼収入に関するもの

▼各種控除に関するもの

農業、営業、不動産などの所得がある方

給与、公的年金などの収入がある方

□収支内訳書
※申告書の裏面をご利用ください。または、帳簿などから内容を
　まとめたものをお持ちください。
□源泉徴収票
※紛失された場合は、給与支払者や年金事務所から再発行を受け
　てください。

社会保険料控除

生命保険料控除、地震保険料控除

障害者控除

医療費控除

□社会保険料控除証明書（国民健康保険料、後期高齢者医
　療保険料、介護保険料の支払済額通知ハガキ、国民年金
　保険料の控除証明書、任意継続証明書など）

□医療費の明細書（受診者、医療機関ごとに金額をまとめ
　たもの）
※領収書は各自で５年間保管してください。

□障害者手帳、療育手帳、障害者控除対象者認定書
※認定書は介護保険課または総合事務所で発行しています。

□申告用払込証明書


